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第 12回 逗子の未来協議会 アンケート結果 

 

 

実施日：平成 29年 11月 12日（日） 

回収数：30（回収率 90.9％） 

 

１ 第 12 回参加者の居住地域 

 

 
 

 

２ 第 12 回参加者の年代 

 

 
 

 

 

逗子

26.7%

桜山

13.3%

沼間

10.0%

池子

20.0%

山の根

10.0%

久木

10.0%

小坪

10.0%

30歳代

3.3%
40歳代

3.3%

50歳代

23.3%

60歳代

23.3%

70歳代

30.0%

80歳以上

16.7%
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３ 第 12 回参加者の性別 

 

 

 

 

４ 第 12 回の感想 

 

 
 

 

【「１．満足」を選択した理由】 

 市民と市職員の忌憚ない対話ができる。 

 話し合いをして満足できました。 

 市役所の職員の方々のリーダーシップが大事だということが分かりました。 

 いろいろな意見があった。高齢者が逗子でずっと働く、収入がある。未来の楽し

いことを話すと、とても盛り上がった。自分自身に対してですが、話したことを

実行したいと思う。 

 回ごとに発信が多くなっている。これからはもっと参加者を増していくべきだと

男性

76.7%

女性

23.3%

満足

36.7%

やや満足

33.3%

やや不満

16.7%

不満

10.0%

無回答

3.3%
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思う。 

 良かったと思う。 

 活発な意見交換ができ、同グループに提案力が強い方がおられ、非常に勉強にな

りました。逗子市が“いい市”に発展することを祈ります。 

 質の高い意見交換ができた。今の逗子市の問題は、職員個人の問題より組織のマ

ネージメント力が弱いことだと考えます。 

 グループワークでメンバーが平等(時間、話す量)に意見を交換し合えた。 

 グループ員が熱心に自分の意見・感想を述べる等有意義な時間であった。また、

市の福本次長もグループ討議に助言してくれるなど熱意が伝わった。 

 財政危機等逗子のことを考える機会を得たことは大きかった。 

 市政に対する事さまざまに考える方がいらして民意の高さを改めて感じた。財政

危機を蘇生するためには、危機を乗り切るノウハウを有する専門外部機関を入れ、

シビアに対処していくべきという同じグループの方の発言に納得賛同いたします。 

 

【「２．やや満足」を選択した理由】 

 前段の意見も受け止めて、議事進行も適切に行って時間内に終了できたため。 

 良い意見をたくさん聞けて参考になりました。 

 かなりいろいろ参考になる良い意見が出ていた。 

 聴覚障がいへの配慮不足。要約筆記を入れてくれたら、参加しやすくなる人もい

ます。 

 ①自由闊達な意見交換ができたこと。 

②市長・職員についていろいろな意見をもつ人がいて興味深く聞くことができた。 

 司会者のテーマの紹介が不適。はじめに逗子市の市長になりたいか、次に具体的

に逗子市長について聞きますと、事前にアナウンスすべきである。 

 「未来」協議会ということでしたので、数年後、数十年後の逗子についてディス

カッションができればと思います。 

 未来の協議会について未来の話ができない。 

 種々意見が出たが、順次改善できるものから実行に移してほしい。 

 

【「３．やや不満」を選択した理由】 

 百年の計 高齢化率 40％、認知症患者５人に 1人、どう予防するか？示すか考え

てほしい。元気な高齢者を活かす策。 

 議論は盛んだったが論点が偏って時間不足、消化不良だった。逗子の未来のため、

住居侵入、窃盗などの犯罪多発の現状の解決が重要、急務だ。 

 私の職員の期待条件 

①広い視野、細かい配慮 

②順法意識の徹底(公平性、公開性など) 

③人間性、冷静で温かい心 

④正確性、情報力 

⑤市政への提案力 
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 私の市長の期待条件 

①先見性、先進性、先取性 

②信義誠実、人道性、正義感 

③科学的見識 

 市議会議員を集めて中間報告会を開くべきではないか。 

 発表者がグループワークの意見を反映させていない。 

 本日も多数の方から意見を聞けたが、複数回一緒になる方が増え、同じ話の繰り

返しが多かった。 

 テーマに外れる発言を排除しきれず、本質的議論の時間が削られたため。 

 

【「４．不満」を選択した理由】 

 何が生まれたのか分からない。 

 グループ討議ばかりでレビューの機会が少なく、市民協同といいながら議論の共

有感がない。 

 

５ その他の意見 

 別紙のとおり 
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別紙 
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